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社会保険制度説明会を開催します
年金委員制度のご案内
・
・
健康保険委員、はじめてみませんか？
各種申請手続きがオンラインでもっと手軽に
・
・

・
・
年金出張相談窓口のご案内
県内年金事務所、協会けんぽ お問合わせ電話番号等

佐賀県社会保険協会 社会保険事務講習会のごあんない
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー入園料助成のご案内

・
・

information会員事業所

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

所在地：佐賀市多布施一丁目4番27号
T E L：0952-24 -1181

～信用が日本最大と言われる会社を目指します～

当社は1885年（明治18年）に「松尾組」として創業し、「良く早く 安く」を営業方針に、1世紀以上を土木・建築
を主体とする総合建設業として発展してまいりました。昨年11月に創立140周年を迎えることができましたのも、
これもひとえに皆様方のご支援とご愛顧の賜物と、心より深く感謝申し上げます。
私ども松尾建設では、時代にふさわしい企業を目指して積極的に活動し、常に人と社会の未来をみつめながら時代
の変化に対応するバランスのとれた企業体づくりを目指しています。また、新事業の推進や技術革新に力を注ぎ、
一層の研鑚を重ねながら、皆様の多様なご要望にお応えしてまいりたいと考えています。
当社はよく「九州最大のゼネコン」と評されますが、私どもは、売上高
が九州最大というのではなく、お客様からいただく「信用が日本最大｣
を目指したいと考えます。
皆様には、これまで以上のご指導、ご厚情を賜りますよう心よりお願い
申し上げます。

おかげさまで140年
九州最大のゼネコン

SAGAアリーナ(佐賀市) 嘉瀬川ダム(佐賀市)

松尾建設株式会社
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●各年金事務所　厚生年金適用調査課お問い合わせ先

鳥栖市本鳥栖町１８１９

小城市小城町２５３－２１

佐賀市兵庫北３ー８－４０

唐津市和多田大土井１－１

伊万里市松島町３９１番地１

鹿島市納富分２７００－１

武雄市北方町大崎２２１７

被保険者が実際に受ける報酬と標準報酬月額に大きな差が生じないよう、毎年１回、すべての

被保険者について、その年の４月・５月・６月に支給した報酬を届け出ていただくことにより、標準

報酬月額の見直しを行っています。

その際に提出をしていただく「被保険者報酬月額算定基礎届」等についての事務、労働保険

の年度更新等の事務及び健康保険給付等についての制度説明会を下記の日程で開催します

ので、事務担当者様のご出席をお願いいたします。

〇日本年金機構のホームページには、おおまかな手続きの手順がわかる動画や、操作

手順の詳細を記載したガイドブックを掲載していますので、ぜひご活用ください。

６月９日（火）

サンメッセ鳥栖
（大会議室１・２）

ゆめぷらっと小城
（研修室）

メートプラザ佐賀
（多目的ホール）

事業主の皆様へ

社会保険制度説明会を開催します

鹿島市生涯学習センター
（エイブルホール）

武雄市北方公民館
（文化ホール）

伊万里市民センター
（文化ホール）

唐津市文化体育館
（文化ホール）

６月１２日（金）

６月１６日（火）

６月１７日（水）

６月１８日（木）

６月１９日（金）

６月２３日（火）

開 催 日 開始時間 終了時間 会 場 所 在 地

【令和８年度 社会保険制度説明会の日程および会場】

※ご来場に際し事前の申し込みは必要ありません。また、管轄年金事務所以外の会場でも受講できます。

算定基礎届等のご提出について、ぜひ電子申請をご利用ください。

算定基礎届の提出期限は、7月10日（金）です。お届忘れの無いようお願いします。

９時３０分

１４時００分

１４時００分

１４時００分

１４時００分

１４時００分

１４時００分

１４時００分

１６時３０分

１６時３０分

１６時３０分

１６時３０分

１６時３０分

１６時３０分

１２時００分

１６時３０分
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令和８年７月分保険料の納付期限は令和８年８月３１日（月）です。

令和８年６月分保険料の納付期限は令和８年７月３１日（金）です。社会保険料
（国民年金保険料）は
納付期限内に
納付しましょう。

年金委員制度のご案内

事業主の皆さまへ

公的年金制度に関する仕組みや各種手続き方法など、他の従業員が知りたいと思う年金

の情報や知識を有する従業員が職場内にいることは、とても心強いものです。

『職域型』年金委員は、こうした期待に応えるための職場と年金事務所を結ぶパイプ役

となります。

制度の趣旨をご理解いただき、
ぜひ年金委員の推薦をお願いします。

※お問い合わせは、管轄の年金事務所（自動音声案内５番）までご連絡をお願いします。

※様式は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

年金委員とは1

年金委員制度の概要2

推薦の方法3

年金委員とは、厚生労働大臣から委嘱を受けて政府が管掌する厚生年金保険および国民年

金の事業について、会社や地域で啓発、相談、助言などの活動を行う方々です。

年金委員は、『職域型』は主に厚生年金保険の適用事業所内で、活動していただきます。

職域型年金委員の推薦方法は、厚生年金保険の適用事業所の事業所主様が、「年金委員推

薦書（職域型）」を管轄の年金事務所へ提出いただくこととなります。

年金委員は、公的年金制度について、広く国民の皆さまに周知するとともに、制度への理解と

信頼を深めていただくよう普及・啓発活動を行うために設置されました。

厚生年金保険の適用事業所のうち、常時３００人以上の被保険者がいる事業所には２名以上、３００人

未満の事業所には１名以上の設置をお願いしています。令和８年３月末時点で、全国で約１３万８千人

の方が職域型年金委員として委託されています。

【職域型】



職場の“健康”をつなぐ架け橋に
健康保険委員、はじめてみませんか?

健康保険委員  新規申込書
（FAX送信票）

ＦＡＸ番号：0952-27-0617

（記号）　　　　　　　　　　　　　（番号）健康保険の
記号・番号

申込者氏名

佐賀支部
LINEアカウントの
の登録（任意）

毎月２回ほど健康に関する情報を分かりやすくお届けしています。
ぜひご登録ください。＜アカウント名：@kenpo_saga＞

※本申込書をコピーしたものにご記入いただいても問題ありません。

【申込方法】

事業所所在地 

事 業 所 名 称 

電 話 番 号

(ゴム印可)

※被保険者様に限る

※資格確認書・資格情報
　のお知らせの氏名の上
　に記載有

健康保険委員への特典（無料）

●　健康保険委員限定で季節ごとに健康情報冊子を提供
●　事務手続きに役立つ協会けんぽ GUIDE BOOKを提供
●　無料の研修会をご案内（参加は任意です）
※　登録費、会費、別途用務が発生するものではありません。

健康保険委員とは、事業所と協会けんぽをつなぐ橋渡し役です!

特典
例 ▼
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友だち登録は
こちらから

以下の健康保険委員新規申込書をご記入のうえ、本用紙をFAXまたは郵送

にて協会けんぽ佐賀支部にお送りください。

〒８４０-８５６０
佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル

℡０９５２-２７-０６１１(代表)全国健康保険協会 佐賀支部



５

協会けんぽ佐賀支部ＬＩＮＥのご登録はこちらから！
役立つ情報が満載です！ 

ID:@kenpo_saga



一般財団法人 佐賀県社会保険協会

地 区 会 場日 時 講 師

サンメッセ鳥栖
（鳥栖市本鳥栖町１８１９）

高齢者ふれあい会館りふれ
（唐津市二夕子３－１５５－４）

鳥栖会場

佐賀会場

鹿島会場

唐津会場

鹿島市生涯学習センターエイブル
（鹿島市大字納富分２７００－１）

中村 好江

横田 弘美 特定社会保険労務士

横田 弘美 特定社会保険労務士

城　 志保 社会保険労務士

特定社会保険労務士

令和８年

令和８年

令和８年

令和８年

７月１７日（金）

７月１４日（火）

７月１５日（水）

　７月１６日（木）

６

対象者 社会保険事務担当者の方

令和8年度

テキスト 年金制度改正のポイント (当日配付) ／ 令和８年度版　社会保険の事務手続

『年金制度改正のポイント』

実施時間 各会場共通　１３：２０受付 １３：４０開始 １６：００終了予定

申込方法 ホームページよりお申込み下さい。

お申込み
お問合せ

一般財団法人 〒８４０ｰ０８１６
佐賀市駅南本町６－４　佐賀中央第一生命ビル９階佐賀県社会保険協会

ＴＥＬ.０９５２ｰ２６ｰ３１７１　　FAX.０９５２ｰ２６ｰ３３７７

参　加　費
(但し、非会員事業所及び令和８年度会費未納事業所は3,000円のご負担をお願いします。)
会員事業所は無料

募集定員 佐賀…５０名 鳥栖・唐津・鹿島…３０名

佐賀県社会保険協会 検索

お申し込み後、登録されたメールアドレスに受講通知（申込完了）のメールが

届きますので、講習会当日、メールの画面を印刷してご持参ください。

なお、定員が上限に達している場合や今年度の会費の入金が確認できない場合は、当協会

よりご連絡いたします。

また、メールが届かない場合は、お手数ですが当協会までご連絡をお願いします。

社会保険事務講習会のごあんない

令和７年６月に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等
の一部を改正する等の法律」について、改正のポイントを実施時期とともに網羅的に学びます。

アバンセ
（佐賀市天神３－２－１１）

事務講習会お申し込み後、都合によりキャンセルされる場合は、

早めにご連絡いただきますようお願いいたします。

こちらのテキストを
必ずご持参ください！ 

6/1（月）より
受付開始！

【講師は変更となる場合があります】



事業所被保険者数（令和8年4月1日時点）

50人未満
50人以上～100人未満
100人以上～300人未満
300人以上

5枚
10枚
15枚
20枚

上限枚数

7

従業員の方向け福利厚生事業

当協会会員であれば、利用券がなくてもご利用いただけます
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佐賀年金事務所
0952-31-4191

唐津年金事務所
0955-72-5161

多久市役所

基山町役場

伊万里市役所

鹿島市役所

有田町役場

出張相談所 予約申込先

10:00～16:00

10:00～16:00

 9:30～15:30

10:00～16:00

10:00～15:00

第1・3水曜日

第2・4火曜日

第1月曜日・毎週金曜日

第1・3火曜日

第2水曜日

1日・15日

14日・28日

7日・21日

8日

3日・6日・10日
17日・24日・31日

武雄年金事務所
0954-23-0121

受付時間：月～金曜日（平日）８：３０～１７：１５
※土・日・祝日、１２月２９日～１月３日はご利用
いただけません。
予約相談希望日の1か月前から前日まで
受付しています。
ご連絡の際は､基礎年金番号か個人番号
（マイナンバー）の分かるものをご準備くだ
さい。

＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部

〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階
TEL：0952-26-3171 FAX：0952-26-3377 URL：https: //www.syahokyo-saga.or.jp/

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

年金相談の時間延長　週初めの開所日　１７：１５～１９：００
県内年金事務所の第2土曜日の休日相談については予約制です。
　　　　　　　　　　　　　　受付時間   ９：３０～１６：００

年金事務所受付時間：平日（月曜～金曜）の８：３０～１７：１５まで

※年金事務所では予約による
　年金相談を受付けておりますので、
　希望される日の前日までに
　お申込みください。

予約申込先
「予約受付専用電話」

☎0570-05-4890

（一般電話）

（ナビダイヤル）

050で始まる電話でおかけになる場合は

☎03-6631-7521

※いずれの日も12：00～13：00の時間帯は除きます。

開設日・相談時間 6月

3日・17日

9日・23日

2日・16日

10日

1日・5日・12日
19日・26日

7月

《出張相談【予約制】》

県内の
年金事務所 ０９５２-３１-４１９１TEL

佐賀年金事務所

０９５５-７２-５１６１TEL
唐津年金事務所

０９５４-２３-０１２１TEL
武雄年金事務所

自動音声案内に従って番号を押してください

その他のご用件のとき

健康保険・厚生年金保険料のご相談

「ねんきんダイヤル」へおつなぎします

「お客様相談室」へおつなぎします

「厚生年金適用調査課」へおつなぎします

「厚生年金徴収課」へおつなぎします

「ねんきん加入者ダイヤル」へ
　　　　　　　　　　  おつなぎします

「国民年金課」へおつなぎします

「ねんきん加入者ダイヤル」へ
　　　　　　　　　　  おつなぎします

05
4

3

2

1

ダイヤル回線の方や、操作方法またはお問い合わせ先がご不明なときは、番号を押さず、そのままお待ちください。

年金事務所職員にご用の方

年金事務所職員にご用の方

健康保険・厚生年金保険の加入や届
書に関する一般的なご相談

お問い合わせ先

一般的な年金相談

提出いただいた年金受給に関する各
種請求書・届書の処理状況のご確認

国民年金の加入、保険料に関する一
般的なご相談

年金の請求やお受け
取りに関するご相談

国民年金の加入、保険
料納付、免除手続きな
どのご相談

健康保険・厚生年金保
険の資格や報酬、事業
所の新規加入手続き
などのご相談

1

2

1

2

1

2

もう一度メッセージをお聞きになるとき

協会けんぽ佐賀支部 ８：３０～１７：１５ ※土日祝と年末年始を除く0952-27-0611（代表）
代表電話にお電話いただいた後、自動音声に従って番号をお選びください。

協会けんぽにご加入の加入者や事業所の方

公的機関、健診機関、医療機関、損害保険会社、の方

その他のご相談

もう一度案内をお聞きになる場合

6月1日から
自動音声案内が
変更となります

1
2
3
9

公的機関の方

健診機関の方

医療機関、損害保険会社の方

もう一度案内をお聞きになる場合

1
2
3
9


